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　市民の皆さんと対話集会を行います。市政
に対する率直なご意見・ご提案を、市長に直
接お聞かせください。（乳幼児の同室もでき
ます）
   渇１１月１６日（木）午後７時～９時＝桜
町上水会館、グランドデザインについて渇２６
日（日）午後２時～４時＝東小金井駅開設記
念会館・マロンホール、市民と市長によるフ
リートーク
 各日４０人（当日先着順）
 渇保育あり（１歳以上。６人。要事前申込）
渇手話通訳あり
 広報秘書課広聴係（☎０４２−３８７−９８１８）

時所内

定
他

問

市民と市長の座談会

務
所
小
金
井
工
区
（
☎　

儿　

儿

０４２

３２６

８
８
６
２
）
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

■
工
事
期
間　

月
～
平
成　

年
３

１１

３０

月■
旧
管
理
番
号

 
■
新
管
理
番
号

　

管
理
プ
レ
ー
ト
は
ピ
ン
ク
色

で
、
取
り
付
け
位
置
は
お
お
む
ね

灯
具
の
付
近
で
す

  

交
通
対
策
課
交
通
対
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
０
）

０４２

３８７

 
■
募
集
内
容
▽
家
族
向
け
・
単
身

者
向
け
（
一
般
募
集
住
宅
）
▽
若

年
夫
婦
・
子
育
て
世
帯
向
け
（
定

期
使
用
住
宅
）

■
申
込
書
配
布
期
間　

月
１
日

１１

（
水
）
～　

日
（
金
）

１０

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）
、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）
、
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

募
集
内
容
、
申
込
資
格
等
詳
し

く
は
、
「
都
営
住
宅
募
集
の
ご
案

内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

 
　

月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

１１

１５

郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ

 

Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都
住
宅
供

問都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

他申問

給
公
社
）
募
集
セ
ン
タ
ー
（
☎
０

５
７
０
儿　

儿　

＝　

月
１
日
～

０１０

８１０

１１

　

日
☎　

儿
３
４
９
８
儿
８
８
９

１５

０３

４ 

h
ttp
://w
w
w
.to
-ko
u
sya.

o
r.jp
/

）
、
市
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
住
宅
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
６

０４２

３８７

１
）

 　

道
路
台
帳
平
面
図
補
正
の
た

め
、
市
道
の
現
況
測
量
を
実
施
し

ま
す
。

　

な
お
、
作
業
員
は
、
市
発
行
の

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
を

着
用
し
ま
す
。

■
期
間　

月
～
平
成　

年
３
月

１１

３０

（
予
定
）

■
対
象
地
区
市
内
全
域

 

道
路
管
理
課
道
路
測
量
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
７
）

０４２

３８７

 　

市
職
員
が
自
ら
の
接
遇
を
振
り

返
り
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
接
遇

に
対
す
る
意
識
啓
発
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、　

月
を
「
接
遇

１１

向
上
月
間
」
と
し
ま
す
。

　

利
用
者
の
視
点
に
立
っ
た
質
の

高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
、
接
遇
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
活
用

し
、
こ
の
月
間
を
通
し
て
市
職
員

と
し
て
の
接
遇
の
在
り
方
を
再
確

認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
皆
さ
ん
が

気
兼
ね
な
く
市
役
所
を
訪
れ
、
気

持
ち
よ
く
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
接
遇
の
向
上
に

努
め
ま
す
。

　

な
お
、
職
員
の
接
遇
に
関
し
て

お
気
付
き
の
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

■
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
・
回
収
箱
設

置　

月
１
日
（
水
）～　

日
（
木
）

１１

３０

に
、
市
役
所
本
庁
舎
、
第
二
庁
舎
、

HP市
道
の
現
況
測
量
を
実
施

問　

月
は
市
役
所
接
遇

１１向
上
月
間

保
健
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
本
館
別

館
、
公
民
館
本
館
ほ
か

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
０
８
）

３８７
  

　

月　

日（
月
）～　

日（
水
）、

１１

１３

１５

い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

 

納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）
※
東
側
職
員
通
用
口
か
ら
入

り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

  

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

 

納
税
課
納
税
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
３
）

 　
　

月
１
日
か
ら
、
「
ふ
れ
あ
い

１１
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
（
定
時
放
送
）
の

放
送
時
間
が
変
わ
り
ま
す
。

■
放
送
時
間
午
後
４
時　

分
（　

３０

１１

月
～
平
成　

年
３
月
）

３０

 

地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
７
）

０４２

３８７

  
　

月
７
日
（
火
）
午
前　

時
～

１１

１０

正
午
、
午
後
２
時
～
４
時

 

小
金
井　

宮
地
楽
器
ホ
ー
ル
小

ホ
ー
ル

 

年
末
調
整
、
支
払
調
書
、
給
与

問夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

時所夜間入口詳細図内問ふ
れ
あ
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
の

放
送
時
間
が
変
更

問平
成　

年
分

２９

年
末
調
整
等
説
明
会

時所内

　

市
で
は
（
仮
称
）
第
２
期
保
健

福
祉
総
合
計
画
素
案
お
よ
び
（
仮

称
）
新
福
祉
会
館
建
設
基
本
計
画

案
に
つ
い
て
、
合
同
で
説
明
会
を

実
施
し
ま
す
。

 

①　

月　

日
（
土
）
午
前　

時

１１

２５

１０

～
午
後
１
時
②　

日
（
火
）
午
後

２８

６
時
～
９
時

 

①
商
工
会
館
②
市
役
所
第
二
庁

舎
８
階　

会
議
室

８０１

 

▽
保
育
あ
り
（
要
事
前
申
込
）

▽
手
話
通
訳
あ
り

 

当
日
直
接
会
場
へ

 

地
域
福
祉
課
地
域
福
祉
係
（
☎

　

儿　

儿
９
９
１
５ 
　

儿　

儿

０４２

３８７

０４２

３８４

２
５
２
４
）

 　

東
京
都
は
、
地
域
の
方
や
学
識

経
験
者
の
意
見
を
踏
ま
え
、
同
計

画
を
７
月
に
変
更
し
ま
し
た
。
主

な
変
更
点
は
洪
水
対
策
の
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
で
す
。

■
計
画
閲
覧
場
所
都
建
設
局
河
川

時所他申問

FAX

野
川
流
域
河
川
整
備
計
画

が
変
更

部
計
画
課
（
都
庁
第
二
本
庁
舎
６

階
南
側
）
、
都
北
多
摩
南
部
建
設

事
務
所
（
府
中
市
緑
町
１
儿　

儿
２７

１
）
、
都
建
設
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
://w
w
w
.ken

setsu
.m
et

ro
.to
kyo
.jp

）

 

都
建
設
局
河
川
部
計
画
課
（
☎

　

儿
５
３
２
０
儿
５
４
１
５
）
、

０３市
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
９
）

０４２

３８７

 　

市
が
設
置
す
る
街
路
灯
の
一
斉

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
を
開
始
し
ま
す
。

　

工
事
の
際
は
、
通
行
止
め
等
の

道
路
規
制
で
う
回
を
お
願
い
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
伴
い
、
街

路
灯
の
管
理
番
号
を
変
更
し
ま

す
。

　

な
お
、
街
路
灯
が
点
灯
し
て
い

な
い
時
は
、
管
理
番
号
を
交
通
対

策
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
街
路
灯
の
中
に
は
商
店
会
が

管
理
し
て
い
る
も
の
や
東
京
都
が

管
理
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
点
灯
し
て
い
な
い
時
は
、
街

路
灯
に
商
店
会
等
の
名
称
が
入
っ

て
い
れ
ば
そ
の
商
店
会
へ
、
東
京

都
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
れ
ば
東

京
都
建
設
局
北
多
摩
南
部
建
設
事

問街
路
灯
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
を
開
始

　

市
民
課
で
代
理
人
が
各
種
手
続

き
を
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て

本
人
（
依
頼
す
る
人
）
直
筆
の
委

任
状
と
代
理
人
（
来
庁
者
）
の
運

転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
請
求
の
際
に
は
、
住
民

票
、
戸
籍
関
係
書
類
の
具
体
的
な

請
求
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、印
鑑
登
録
、印
鑑
登
録
証

明
書
の
交
付
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関

係
は
取
り
扱
い
が
異
な
り
ま
す
。

【
委
任
状
が
必
要
で
な
い
場
合
】

　

次
の
方
が
来
庁
す
る
場
合
は
、

委
任
状
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
住
民
票
＝
同
一
世
帯
の
方

▽
戸
籍
関
係
書
類
＝
該
当
の
戸
籍

に
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
方
、

直
系
の
親
族
（
親
子
等
）
※
た
だ

し
、
戸
籍
関
係
書
類
の
う
ち
身
分

証
明
書
・
独
身
証
明
書
は
、
本
人

以
外
の
方
が
来
庁
す
る
際
は
委
任

状
が
必
要
で
す

▽
住
所
異
動
＝
転
入
・
転
出
は
市

内
で
同
一
世
帯
の
方
、
転
居
（
市

内
で
の
住
所
変
更
）
は
引
っ
越
し

後
の
住
所
で
同
一
世
帯
の
方

 

市
民
課
市
民
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
３
０
）

問

支
払
報
告
書
に
つ
い
て

 

市
内
の
法
人
お
よ
び
個
人
事
業

者
の
給
与
事
務
担
当
者

 

車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
 

武
蔵
野
税
務
署
（
☎
０
４
２
２

儿　

儿
１
３
１
１
、
市
民
税
課
市

５３
民
税
係（
☎　

儿　

儿
９
８
１
９
）

０４２

３８７

 　

公
募
委
員
選
考
基
準
等
に
よ

り
、
次
の
方
々
を
委
員
に
選
任
し

ま
し
た
。

【
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審

議
会
委
員
】

対他問委
員
選
任
結
果

▽
川
井
康
晴
さ
ん
、
寺
島
麻
希
さ

ん
、
中
澤
武
久
さ
ん
、
野
中
武
志

さ
ん
（
い
ず
れ
も
公
募
市
民
）

 

総
務
課
情
報
公
開
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
９
２
６
）

３８７【
公
民
館
運
営
審
議
会
委
員
】

▽
酒
井
文
子
さ
ん
（
公
募
市
民
）

 

公
民
館
本
館
（
☎　

儿　

儿
１

０４２

３８３

１
８
４
）

【
図
書
館
協
議
会
委
員
】

▽
坂
野
勝
一
さ
ん
、
中
里
成
子
さ

ん
、
藤
森
洋
子
さ
ん
（
い
ず
れ
も

公
募
市
民
）

 

図
書
館
本
館
（
☎　

儿　

儿
１

０４２

３８３

１
３
８
）

問問問

代
理
人
が
手
続
き
を
す
る
場
合
は
委
任
状
を※戸籍関係書類を請求する際は、本籍、筆頭

者も記入してください

委任状の記載例
委任状

平成○年○月○日
（宛先）小金井市長

代理人（頼まれて来庁する人）
住　所　小金井市○○町○丁目○番○号
氏　名　○○○○

例①　私は、○○を○通取得する権限を上
記の者に委任します。
例②　私は、○○届の手続きに関する権限
を上記の者に委任します。

委任者（本人）
住　所　小金井市○○町○丁目○番○号
氏　名　○○○○㊞（認印可）
電話番号　○○○栗○○○栗○○○○

（
仮
称
）
第
２
期
保
健
福

祉
総
合
計
画
お
よ
び
（
仮

称
）
新
福
祉
会
館
建
設
基

本
計
画
合
同
市
民
説
明
会


